
J:COM ガス supplied by 東京ガス 基本約款および選択約款の変更について（新旧対照表） ※2026 年 4 月 1 日付で変更 

■ J:COM ガス supplied by 東京ガス 基本約款 

 

 

 

 

変更後 変更前 変更 

表紙 

JCOM マーケティング株式会社 

 

 

 

 

 

付則 

1.本約款の実施期日 

（実施期日） 

この改正規定は、2026 年４月１日から実施します。 

（ジェイコム各社の組織再編に伴う債権債務の承継について） 

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日

本、株式会社ジェイコム千葉、土浦ケーブルテレビ株式会社は、株式会社ジェイコム東京を存続

会社とする吸収合併を 2026 年 4 月 1 日付で実施します。（以下、「組織再編」といいます。） 

また、存続会社である株式会社ジェイコム東京は、2026 年 4 月 1 日付で JCOM マーケティング

株式会社に商号変更します。この組織再編に伴い、消滅会社となるジェイコム各社が有する一切

の債権および債務は、2026 年 4 月 1 日をもって JCOM マーケティング株式会社が承継します。

当該債権の請求その他の取扱いについては、本約款の定めに従うものとします。 

 

表紙 

株式会社ジェイコム東京 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

土浦ケーブルテレビ株式会社 

株式会社ジェイコム千葉 

 

付則 

1.本約款の実施期日 

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 



■ J:COM ガス supplied by 東京ガス 選択約款（東京地区） 

 （一般コース、ずっともガスコース、湯ったりエコぷらんコース、暖らんぷらんコース、エコウィルで発電エコぷらんコース、エネファームで発電エコぷらんコース） 

 

 

 

変更後 変更前 変更 

表紙 

JCOM マーケティング株式会社 

 

 

 

 

 

付則 

1.実施の期日 

（実施期日） 

この改正規定は、2026 年４月１日から実施します。 

（ジェイコム各社の組織再編に伴う債権債務の承継について） 

株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・

東日本、株式会社ジェイコム千葉、土浦ケーブルテレビ株式会社は、株式会社ジェイコム

東京を存続会社とする吸収合併を 2026 年 4 月 1 日付で実施します。（以下、「組織

再編」といいます。） 

また、存続会社である株式会社ジェイコム東京は、2026 年 4 月 1 日付で JCOM マーケ

ティング株式会社に商号変更します。この組織再編に伴い、消滅会社となるジェイコム各

社が有する一切の債権および債務は、2026 年 4 月 1 日をもって JCOM マーケティング株

式会社が承継します。当該債権の請求その他の取扱いについては、本約款の定めに従う

ものとします。 

 

表紙 

株式会社ジェイコム東京 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

株式会社ジェイコム湘南・神奈川 

土浦ケーブルテレビ株式会社 

株式会社ジェイコム千葉 

 

付則 

1.実施の期日 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ J:COM ガス supplied by 東京ガス 選択約款（群馬地区） 

 （一般コース、ずっともガスコース、湯ったりエコぷらんコース、暖らんぷらんコース、エコウィルで発電エコぷらんコース、エネファームで発電エコぷらんコース） 

 

 

変更後 変更前 変更 

表紙 

JCOM マーケティング株式会社 

 

付則 

1.実施の期日 

（実施期日） 

この改正規定は、2026 年４月１日から実施します。 

（組織再編に伴う債権債務の承継について） 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本は、株式会社ジェイコム東京を存続会社とする吸収合

併を 2026 年 4 月 1 日付で実施します。（以下、「組織再編」といいます。） 

また、存続会社である株式会社ジェイコム東京は、2026 年 4 月 1 日付で JCOM マーケ

ティング株式会社に商号変更します。この組織再編に伴い、消滅会社となる株式会社ジェ

イコム埼玉・東日本が有する一切の債権および債務は、2026 年4 月1 日をもってJCOM

マーケティング株式会社が承継します。当該債権の請求その他の取扱いについては、本約

款の定めに従うものとします。 

 

表紙 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

 

付則 

1.実施の期日 

 

 

  

 

 

 

 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


